
平成28年太子町条例第19号 

 

太子町土砂埋立て等の規制に関する条例 

目 次 

 第１章 総則（第１条―第６条） 

 第２章 土砂埋立て等の許可等（第７条―第25条） 

 第３章 土地の所有者の義務（第26条・第27条） 

 第４章 土砂搬入禁止区域（第28条―第30条） 

 第５章 雑則（第31条―第35条） 

 第６章 罰則（第36条―第41条） 

 附則 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、土砂埋立て等に関し、町、土砂埋立て等を行う者、土砂を

発生させる者及び土地の所有者の責務を明らかにするとともに、土砂埋立て等

について必要な規制を行うことにより、土砂埋立て等の適正化を図り、もって

災害の防止及び生活環境の保全に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、「土砂埋立て等」とは、土地の埋立て、盛土その他の

土地への土砂（混入し、又は付着している物を含む。以下同じ。）の堆積を行う

行為をいう。 

２ この条例において、「埋立て等区域」とは、土砂埋立て等を行う土地の区域を

いう。 

３ この条例において、「土砂を発生させる者」とは、建設工事（建設業法（昭和

24年法律第100号）第２条第１項に規定する建設工事をいう。以下同じ。）の発注

者及び請負人であって、その建設工事に伴って土砂を発生させるものをいう。 

（町の責務） 

第３条 町は、土砂埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止する

ため、不適正な土砂埋立て等が行われることのないよう、土砂埋立て等を把握

する体制を整備するとともに、必要な施策を推進するものとする。 

（土砂埋立て等を行う者の責務） 

第４条 土砂埋立て等を行う者は、土砂埋立て等を行うに当たっては、埋立て等

区域の周辺地域の住民の理解を得るよう努めなければならない。 

２ 土砂埋立て等を行う者は、土砂埋立て等を行うに当たっては、災害の防止及

び生活環境の保全のために必要な措置を講じなければならない。 

（土砂を発生させる者の責務） 

第５条 土砂を発生させる者は、建設工事に伴う土砂の発生を抑制し、発生させ

た土砂の有効な利用の促進に努めるとともに、発生させた土砂により不適正な

土砂埋立て等が行われることのないよう土砂の適正な処理に努めなければなら



ない。 

（土地の所有者の責務） 

第６条 土地の所有者は、その所有する土地において不適正な土砂埋立て等が行

われることのないよう適正な管理に努めなければならない。 

第２章 土砂埋立て等の許可等 

（土砂埋立て等の許可） 

第７条 土砂埋立て等を行おうとする者は、埋立て等区域ごとに、あらかじめ町

長の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる土砂埋立て等について

は、この限りでない。 

（１） 埋立て等区域の面積が500平方メートル未満又は3,000平方メートル以

上である土砂埋立て等（当該埋立て等区域を含む一団の土地の区域でそ

の面積が500平方メートル以上かつ3,000平方メートル未満のものにおい

て土砂埋立て等を行うこととなるものを除く。） 

（２） 使用する土砂の量が500立方メートル未満の土砂埋立て等 

（３） 土地の造成その他の事業の区域において行う土砂埋立て等であって当

該事業の区域において採取された土砂のみを用いて行うもの 

（４） 国、地方公共団体その他規則で定める者が行う土砂埋立て等 

（５） 採石法（昭和25年法律第291号）第33条又は砂利採取法（昭和43年法律

第74号）第16条の規定により認可を受けた者が、当該認可に基づいて採

取した土砂を販売するために一時的に当該認可に係る場所において行う

土砂埋立て等 

（６） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第８条第

１項の規定により許可を受けた一般廃棄物の最終処分場又は同法第15条

第１項の規定により許可を受けた産業廃棄物の最終処分場において行う

土砂埋立て等 

（７） 土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第22条第１項の規定により許

可を受けた者が設置する同項に規定する汚染土壌処理施設において行う

土砂埋立て等 

（８） 法令又は条例の規定による許可、認可その他の処分による土砂埋立て

等であって規則で定めるもの 

（９） 非常災害のために必要な応急措置として行う土砂埋立て等 

（10） 前各号に掲げるもののほか、規則で定める土砂埋立て等 

（土地の所有者の同意） 

第８条 前条の許可の申請をしようとする者（次条において「申請予定者」とい

う。）は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該申請に係る埋立て等区

域内の土地の所有者に対し、当該申請が、第10条第１項の規定によるものであ

る場合にあっては同項第１号から第11号までに掲げる事項（同項第１号の生年

月日を除く。）を、同条第２項の規定によるものである場合にあっては同項第１

号から第３号までに掲げる事項（同条第１項第１号の生年月日を除く。）を説明

し、その同意を得なければならない。 



２ 第12条第１項の変更許可の申請をしようとする者は、あらかじめ、規則で定

めるところにより、当該申請に係る埋立て等区域内の土地の所有者に対し、同

条第２項第１号及び第２号に掲げる事項（同項第１号の生年月日を除く。）を説

明し、その同意を得なければならない。 

３ 第22条第１項の承認の申請をしようとする者は、あらかじめ、規則で定める

ところにより、当該申請に係る埋立て等区域内の土地の所有者に対し、同条第

２項第１号から第３号までに掲げる事項（同項第１号の生年月日を除く。）を説

明し、その同意を得なければならない。 

（周辺地域の住民への周知） 

第９条 申請予定者は、当該許可の申請に先立って、規則で定めるところにより、

埋立て等区域の周辺地域の住民に対し、次条第１項又は第２項の申請書（以下

この項において「申請書」という。）の記載事項を周知させるための説明会（以

下この項において「説明会」という。）を開催するものとする。 

２ 申請予定者は、その責めに帰することのできない事由により説明会を開催す

ることができない場合は、その旨を町長に届け出るとともに、規則で定めると

ころにより、申請書の記載事項を埋立て等区域の周辺地域の住民に周知させる

ため当該申請書の内容を要約した書類の提供その他の必要な措置を講じなけ

ればならない。 

３ 申請予定者は、前２項の規定による住民への周知の内容及びその結果を記載

した書面を作成しなければならない。 

４ 前３項の規定は、第12条第１項の変更許可の申請をしようとする者について

準用する。 

（許可の申請の手続） 

第10条 第７条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書

を町長に提出しなければならない。 

（１） 氏名、住所、生年月日（法人にあっては、その名称、代表者の氏名、

生年月日並びに主たる事務所の所在地） 

（２） 土砂埋立て等の目的 

（３） 埋立て等区域の位置及び面積 

（４） 土砂埋立て等の施工を管理する事務所（以下「管理事務所」という。）

の所在地並びに当該管理事務所に置く管理責任者の氏名及び職名 

（５） 土砂埋立て等に供する施設の設置に関する計画 

（６） 土砂埋立て等に使用される土砂の量 

（７） 土砂埋立て等の期間 

（８） 土砂埋立て等の土砂の堆積量が最大となる時（以下「最大堆積時」と

いう。）及び完了時の埋立て等区域における土地及び土砂の堆積の形状 

（９） 土砂埋立て等に使用される土砂の搬入に関する計画 

（10） 埋立て等区域外への排水の水質検査を行うために講ずる措置 

（11） 土砂埋立て等が施工されている間における埋立て等区域外への土砂の

崩落、飛散又は流出による災害を防止するために講ずる措置及び埋立て



等区域の周辺地域の生活環境を保全するために講ずる措置 

（12） 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

２ 前項の規定にかかわらず、土砂埋立て等が当該土砂埋立て等に係る埋立て等

区域外への搬出を目的として行われるものについて、第７条の許可を受けよう

とする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならな

い。 

（１） 前項第１号から第５号まで及び第９号から第11号までに掲げる事項 

（２） 年間の土砂埋立て等に使用される土砂の搬入予定量及び搬出予定量 

（３） 埋立て等区域における土地及び土砂の堆積の形状 

（４） 前３号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

３ 前２項の申請書には、第８条第１項に規定する同意を得たことを証する書面、

埋立て等区域及びその周辺の状況を示す図面、前条第２項に規定する書面その

他規則で定める図書を添付しなければならない。 

４ 第１項の規定により第７条の許可を受けようとする者は、同項第７号の土砂

埋立て等の期間について３年を超えて申請することができない。 

（許可の基準等） 

第11条 町長は、第７条の許可の申請があった場合において、当該申請が次の各

号のいずれにも適合していると認めるときは、同条の許可をしなければならな

い。 

（１） 申請者が、次のイからトまでのいずれにも該当しないこと。 

イ 第23条又は第24条第１項の規定に基づく処分（許可の取消しの処分を除

く。）を受けた日から３年を経過しない者（当該処分による義務を履行し

た者を除く。） 

ロ 第24条第１項（同項第２号及び第３号に係る部分を除く。）の規定によ

り許可を取り消され、その取消しの日から３年を経過しない者（当該許可

を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る

太子町行政手続条例（平成10年太子町条例第10号）第15条の規定による通

知があった日前60日以内に当該法人の役員（業務を執行する社員、取締役、

執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を

有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執

行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められ

る者を含む。以下同じ。）であった者で当該取消しの日から３年を経過し

ない者を含む。） 

ハ 土砂埋立て等の事業に関し不正な行為をするおそれがあると認めるに

足りる規則で定める相当の理由がある者 

ニ 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。）又は暴力団密接

関係者（太子町暴力団排除条例（平成25年太子町条例第20号）第２条第３

号に規定する暴力団密接関係者をいう。） 

ホ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代



理人（法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。）がイ

からニまでのいずれかに該当するもの 

へ 法人でその役員又は規則で定める使用人のうち、イからニまでのいずれ

かに該当する者のあるもの 

ト 個人で規則に定める使用人のうちにイからニまでのいずれかに該当す

る者のあるもの 

（２） 申請者が、申請に係る土砂埋立て等を的確に、かつ、継続して行うに

足りる資力を有しないことが明らかな者でないこと。 

（３） 第８条第１項に規定する同意を得ていること。 

（４） 管理事務所を設置し、かつ、当該管理事務所に管理責任者を置くこと。 

（５） 土砂埋立て等が施工されている間における当該申請に係る埋立て等区

域外への土砂の崩落、飛散又は流出による災害を防止するために必要な

措置が講じられていること。 

（６） 土砂埋立て等の最大堆積時及び完了時の埋立て等区域における土地及

び土砂の堆積の形状（当該申請が前条第２項の規定によるものである場

合にあっては、埋立て等区域における土地及び土砂の堆積の形状）及び

土砂埋立て等に供する施設の計画が、当該申請に係る埋立て等区域外へ

の土砂の崩落、飛散又は流出による災害の発生のおそれがないものとし

て規則で定める形状及び構造上の基準に適合するものであること。 

（７） 当該申請に係る埋立て等区域外への排水の水質検査を行うために必要

な措置が講じられていること。 

２ 第７条の許可の申請が、法令又は条例の規定による許可、認可その他の処分

を要する行為に係るものであって、当該行為について、当該法令又は条例によ

り土砂の崩落、飛散又は流出による災害を防止するために必要な措置が図られ

ているものとして規則で定めるものである場合には、前項第５号及び第６号の

規定は、適用しない。 

３ 第７条の許可には、有効期間その他の災害の防止上又は生活環境の保全上必

要な条件を付することができる。 

（変更の許可等） 

第12条 第７条の許可を受けた者は、当該許可に係る第10条第１項各号又は第２

項各号に掲げる事項の変更（規則で定める軽微な変更を除く。）をしようとする

ときは、町長の許可（以下「変更許可」という。）を受けなければならない。 

２ 変更許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に

提出しなければならない。 

（１） 氏名、住所、生年月日（法人にあっては、その名称、代表者の氏名及

び生年月日並びに主たる事務所の所在地） 

（２） 変更の内容及びその理由 

（３） 前２号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

３ 前項の申請書には、第８条第２項に規定する同意を得たことを証する書面、

変更に係る埋立て等区域及びその周辺の状況を示す図面、第９条第３項におい



て準用する同条第２項に規定する書面その他規則で定める図書を添付しなけれ

ばならない。 

４ 前条の規定は、変更許可について準用する。 

５ 第７条の許可を受けた者は、第１項の規則で定める軽微な変更をしたときは、

遅滞なく、その旨を書面で町長に届け出なければならない。 

（土地の所有者への通知） 

第13条 第７条の許可を受けた者は、当該許可を受けた日後遅滞なく、第８条第

１項に規定する同意をした土地の所有者に、当該許可に係る申請が、第10条第

１項の規定によるものである場合にあっては、当該許可に係る同項第１号から

第11号までに掲げる事項（同項第１号の生年月日を除く。）を、同条第２項の規

定によるものである場合にあっては、当該許可に係る同項第１号から第３号ま

でに掲げる事項（同条第１項第１号の生年月日を除く。）を書面で通知しなけれ

ばならない。 

２ 前項の場合において、第７条の許可を受けた者は、当該許可に第11条第３項

の規定により条件が付された場合にあっては、当該許可を受けた日後遅滞なく、

前項に規定する事項のほか、当該条件の内容を同項の土地の所有者に書面で通

知しなければならない。 

３ 変更許可を受けた者は、当該変更許可を受けた日後遅滞なく、第８条第２項

に規定する同意をした土地の所有者に、当該変更許可に係る前条第２項第１号

及び第２号に掲げる事項（同項第１号の生年月日を除く。）並びに当該変更許可

に前条第４項において準用する第11条第３項の規定により条件が付された場合

にあっては、当該条件の内容を書面で通知しなければならない。 

４ 第７条の許可を受けた者は、前条第１項の規則で定める軽微な変更をしたと

きは、遅滞なく、当該変更に係る埋立て等区域内の土地の所有者にその旨を通

知しなければならない。 

（土砂埋立て等の着手の届出） 

第14条 第７条の許可を受けた者は、当該許可に係る土砂埋立て等に着手したと

きは、着手した日から起算して10日以内に、その旨を町長に届け出なければな

らない。 

（土砂の搬入の報告） 

第15条 第７条の許可を受けた者は、当該許可に係る埋立て等区域に土砂を搬入

しようとするときは、規則で定めるところにより、当該土砂の発生場所及び当

該土砂の汚染のおそれがないことを確認しなければならない。 

２ 第７条の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、前項の規定により

確認した結果を町長に報告しなければならない。 

（土砂管理台帳の作成） 

第16条 第７条の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、当該許可に係

る土砂埋立て等に用いた土砂の量その他の規則で定める事項を記載した土砂管

理台帳を作成しなければならない。 

（土砂埋立て等に使用された土砂の量の報告） 



第17条 第７条の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、当該許可に係

る土砂埋立て等に着手した日から、定期的に、前条の規定により作成する土砂

管理台帳の写しを添付して、当該土砂埋立て等に使用された土砂の量（当該土

砂埋立て等が当該許可に係る埋立て等区域外への搬出を目的として行われるも

のである場合にあっては、土砂の搬入の量及び搬出の量）を町長に報告しなけ

ればならない。 

（水質検査等） 

第18条 第７条の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、当該許可に係

る土砂埋立て等を施工している間、定期的に、当該許可に係る埋立て等区域外

への排水の水質検査を行い、その結果を町長に報告しなければならない。ただ

し、気象条件その他のやむを得ない事由により当該水質検査を行うことができ

ないと町長が認めるときは、この限りでない。 

２ 第７条の許可を受けた者は、当該許可に係る土砂埋立て等を完了し、又は廃

止したときは、規則で定めるところにより、当該許可に係る埋立て等区域外へ

の排水の水質検査を行い、その結果を町長に報告しなければならない。ただし、

気象条件その他のやむを得ない事由により当該水質検査を行うことができない

と町長が認めるときは、この限りでない。 

３ 第７条の許可を受けた者は、当該許可に係る埋立て等区域外への排水が規則

で定める水質の基準（以下「水質基準」という。）に適合していないことを確認

したときは、直ちにその旨を町長に報告するとともに、その原因の調査その他

当該土砂埋立て等により生じ、又は生ずるおそれがあると認める生活環境の保

全上の支障を除去するために必要な措置を講じなければならない。 

（標識の掲示等） 

第19条 第７条の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、当該許可に係

る埋立て等区域の公衆の見やすい場所に、当該許可に係る土砂埋立て等が施工

されている間、氏名又は名称その他規則で定める事項を記載した標識を掲げな

ければならない。 

２ 第７条の許可を受けた者は、当該許可に係る埋立て等区域について、その境

界を明らかにするため、境界標を設けなければならない。 

（関係図書の閲覧） 

第20条 第７条の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、当該許可に係

る第10条第１項若しくは第２項又は第12条第２項の申請書の写し、第16条の土

砂管理台帳その他規則で定める図書を管理事務所に備え置き、当該許可に係る

土砂埋立て等に関し災害の防止上又は生活環境の保全上利害関係を有する者の

求めに応じ、閲覧させなければならない。 

（土砂埋立て等の完了の届出等） 

第21条 第７条の許可を受けた者は、当該許可に係る土砂埋立て等を完了し、廃

止し、若しくは休止し、又は休止した土砂埋立て等を再開したときは、規則で

定めるところにより、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。た

だし、当該土砂埋立て等の休止をした場合であって、当該休止の期間が２月未



満であるときは、この限りでない。 

２ 町長は、前項の規定による届出（休止した土砂埋立て等を再開した場合の届

出を除く。）があったときは、遅滞なく、当該届出に係る土砂埋立て等が第11

条の規定による許可の内容に適合しているかどうかについて確認し、その結果

を当該届出者に通知するものとする。 

３ 前項の規定により、土砂の崩落、飛散又は流出による災害を防止するための

必要な措置が講じられていない旨の通知を受けた者は、当該通知に係る土砂埋

立て等に使用された土砂の崩落、飛散又は流出による災害を防止するために必

要な措置を講じなければならない。 

（地位の承継） 

第22条 第７条の許可を受けた者の相続人その他の一般承継人又は同条の許可を

受けた者から当該許可に係る埋立て等区域の土地の所有権その他当該許可に係

る土砂埋立て等を行う権原を取得した者は、町長の承認を受けて、当該第７条

の許可を受けた者が有していた同条の許可に基づく地位を承継することができ

る。 

２ 前項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長

に提出しなければならない。 

（１） 氏名、住所、生年月日（法人にあっては、その名称、代表者の氏名、

生年月日並びに主たる事務所の所在地） 

（２） 第７条の許可を受けた者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称

及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地） 

（３） 申請者が第11条第１項第１号ホの営業に関し成年者と同一の行為能力

を有しない未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所（法

定代理人が法人である場合にあっては、その名称及び代表者の氏名並び

に主たる事務所の所在地） 

（４） 前３号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

３ 前項の申請書には、第８条第３項に規定する同意を得たことを証する書面、

承認の申請に係る埋立て等区域及びその周辺の状況を示す図面その他規則で定

める図書を添付しなければならない。 

４ 第11条第１項（第１号及び第２号に係る部分に限る。）の規定は、第１項の承

認について準用する。 

５ 相続人が被相続人の死亡後90日以内に第１項の承認の申請をした場合におい

て、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を

受ける日までは、被相続人に対してした第７条の許可は、その相続人に対して

したものとみなす。 

（命令） 

第23条 町長は、土砂埋立て等に使用された土砂の崩落、飛散又は流出による災

害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、当該土砂埋立て等につい

て第７条の許可を受けた者に対し、当該許可に係る土砂埋立て等に使用された

土砂の崩落、飛散若しくは流出による災害を防止するために、相当の期限を定



めて必要な措置を講ずべきことを命じ、又は相当の期間を定めて当該許可に係

る土砂埋立て等の停止を命ずることができる。 

２ 町長は、第７条又は第12条第１項の規定に違反して許可を受けないで土砂埋

立て等を行った者に対し、相当の期限を定めて、当該土砂埋立て等に使用され

た土砂の全部又は一部を撤去するとともに土砂の崩落、飛散又は流出による災

害を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 

３ 町長は、第21条第３項又は次条第２項に規定する者が、土砂の崩落、飛散又

は流出による災害を防止するために必要な措置を講じないときは、相当の期限

を定めて、第21条第３項の通知又は次条第２項の取消しに係る土砂埋立て等に

使用された土砂の崩落、飛散又は流出による災害を防止するために必要な措置

を講ずべきことを命ずることができる。 

４ 町長は、第７条の許可を受けた者に係る土砂埋立て等が、第11条第１項第５

号又は第６号に適合しないと認めるときは、当該許可を受けた者（前項の規定

による命令を受けた者を除く。）に対し、当該許可に係る土砂埋立て等に使用さ

れた土砂の崩落、飛散若しくは流出による災害を防止するために、相当の期限

を定めて必要な措置を講ずべきことを命じ、又は相当の期間を定めて当該許可

に係る土砂埋立て等の停止を命ずることができる。 

５ 町長は、第７条の許可を受けた者に係る埋立て等区域外への排水が水質基準

に適合しないことを確認したときは、当該許可を受けた者に対し、その原因の

調査その他当該許可に係る土砂埋立て等により生じ、又は生じるおそれがある

と認める生活環境の保全上の支障を除去するために、相当の期限を定めて必要

な措置を講ずべきことを命じ、又は相当の期間を定めて当該許可に係る土砂埋

立て等の停止を命ずることができる。 

（許可の取消し等） 

第24条 町長は、第７条の許可を受けた者が次の各号（第８号を除く。）のいずれ

かに該当するときは当該許可を取り消し、又は次の各号のいずれかに該当する

ときは相当の期間を定めて当該許可に係る土砂埋立て等の停止を命ずることが

できる。 

（１） 偽りその他不正の手段により第７条の許可、変更許可又は第22条第１

項の承認を受けたとき。 

（２） 正当な理由なく、第７条の許可を受けた日から起算して１年を経過し

た日までに当該許可に係る土砂埋立て等に着手しないとき。 

（３） 第７条の許可に基づき土砂埋立て等に着手した後、正当な理由なく、

１年以上引き続き当該許可に係る土砂埋立て等を行わないとき。 

（４） 第11条第１項第１号ニに該当するに至ったとき。 

（５） 第11条第１項第１号ホからトまで（同号ニに係るものに限る。）のいず

れかに該当するに至ったとき。 

（６） 変更許可を受けなければならない事項を変更許可を受けないで変更し

たとき。 

（７） 第11条第３項（第12条第４項において準用する場合を含む。）の規定



により付された条件に違反したとき。 

（８） 第15条から第19条までの規定に違反したとき。 

（９） 前条及びこの項の規定による命令に違反したとき。 

２ 前項の規定により第７条の許可の取消しを受けた者は、当該取消しに係る土

砂埋立て等に使用された土砂の崩落、飛散又は流出による災害の防止上又は生

活環境の保全上必要な措置を講じなければならない。 

（関係図書の保存） 

第25条 第７条の許可を受けた者は、当該許可に係る土砂埋立て等について、第

21条第２項の規定による通知（完了及び廃止に係るものに限る。）を受けた日又

は当該許可の取消しの日のいずれか早い日から３年を経過する日まで、当該許

可に係る土砂管理台帳及び土砂埋立て等に関してこの条例の規定に基づいて町

長に提出した図書の写しを保存しなければならない。 

第３章 土地の所有者の義務 

（土砂埋立て等に係る土地の所有者の義務） 

第26条 第８条に規定する同意をした土地の所有者は、当該同意に係る土砂埋立

て等が施工されている間、規則で定めるところにより、定期的に、当該土砂埋

立て等の施工の状況を確認しなければならない。 

２ 前項の同意をした土地の所有者は、同項の規定による確認の結果、第７条の

許可又は変更許可の内容（第８条に規定する同意をした場合におけるものに限

る。次条第１項第１号において同じ。）と明らかに異なる土砂埋立て等が行われ

ていることを知ったときは、直ちに、当該土砂埋立て等を行う者に対し当該土

砂埋立て等の中止又は原状回復その他の必要な措置を講ずることを求めるとと

もに、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。 

３ 第１項の同意をした土地の所有者は、当該同意に係る埋立て等区域の土砂の

崩落、飛散又は流出による災害が発生し、又はそのおそれがあることを知った

ときは、速やかにその旨を町長に通報しなければならない。 

（土砂埋立て等に係る土地の所有者に対する勧告及び命令） 

第27条 町長は、第23条（同条第２項を除く。）の規定による命令（土砂埋立て等

の停止の命令を除く。）をしたにもかかわらず、当該命令を受けた者が期限まで

にその命令に係る措置を講じないときは、当該命令に係る土砂埋立て等につい

て前条第１項の同意をした土地の所有者で次の各号のいずれかに該当するもの

に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。 

（１） 前条第１項の規定による確認（当該確認を行うべき時期において、第

７条の許可又は変更許可の内容と明らかに異なる土砂埋立て等が行われ

ていた場合のものに限る。）を怠った者 

（２） 前条第２項の規定による報告を怠った者 

２ 町長は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わない場合、その

者に対し、同項の必要な措置を講じさせることが相当であると認めるときは、

当該必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 

第４章 土砂搬入禁止区域 



（土砂搬入禁止区域の指定） 

第28条 町長は、埋立て等区域（500平方メートル未満、又は3,000平方メートル

以上のものを除く。）及びその周辺の区域において土砂埋立て等を継続すること

により、人の生命、身体又は財産を害するおそれがあると認められる場合であ

って、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、当該埋立て

等区域及びその周辺の区域を、６月を超えない範囲で期間を定めて、土砂の搬

入を禁止する区域（以下「土砂搬入禁止区域」という。）として指定することが

できる。 

２ 町長は、前項の規定による指定をしたときは、規則で定めるところにより、

その旨を公示するものとする。 

３ 第１項の規定による指定は、前項の規定による公示をもって効力を生ずる。 

４ 町長は、第１項の規定による土砂搬入禁止区域の指定の期間が満了する時点

において、いまだ指定の事由がなくなっていないと認めるときは、当該指定に

係る区域について、同項の規定により土砂搬入禁止区域として指定することが

できる。 

５ 町長は、第１項の規定による指定の準備をするため必要がある場合において

は、その職員に、他人の占有する土地に立ち入り、測量させ、又は調査させる

ことができる。 

６ 町長は、第１項の規定による指定をしたときは、その職員に、他人の占有す

る土地に立ち入り、土砂搬入禁止区域であることを明示する措置を講じさせる

ことができる。 

７ 前２項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする職員は、その身

分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 

（土砂の搬入の禁止） 

第29条 何人も、土砂搬入禁止区域に土砂を搬入してはならない。 

（土砂搬入禁止区域の解除） 

第30条 町長は、土砂搬入禁止区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、

当該土砂搬入禁止区域の指定を解除するものとする。 

２ 第28条第２項及び第３項の規定は、前項の規定による指定の解除について準

用する。 

第５章 雑則 

（報告の徴取） 

第31条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、土砂埋立て等を行う者

に対し、当該土砂埋立て等について、施工の状況その他必要な事項の報告を求

めることができる。 

２ 町長は、この条例の施行に必要な限度において、第８条に規定する同意をし

た土地の所有者に対し、当該同意に係る土砂埋立て等について、第26条第１項

の規定による確認の状況その他必要な事項の報告を求めることができる。 

（立入検査） 

第32条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、土砂埋立



て等を行う者の管理事務所、事業場その他その事業を行う場所に立ち入り、帳

簿書類その他の物件を検査させ、試験の用に供するのに必要な限度において土

砂若しくは排水を無償で収去させ、又は関係者に質問させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、

関係人に提示しなければならない。 

（公表） 

第33条 町長は、第23条又は第24条第１項の規定による命令をしたときは、当該

命令を受けた者の氏名又は名称、住所及び当該命令の内容を公表することがで

きる。 

２ 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に、

あらかじめ、その旨を通知し、その者又はその代理人の出席を求め、釈明及び

資料の提出の機会を与えるため、意見の聴取を行わなければならない。 

（大阪府警察本部長からの意見聴取） 

第34条 町長は、第７条の許可若しくは変更許可又は第22条第１項の承認をしよ

うとするときは、第11条第１項第１号ニからトまでのいずれかに該当する事由

（同号ホからトまでのいずれかに該当する事由にあっては、同号ニに係るもの

に限る。次項において同じ。）の有無について、大阪府警察本部長の意見を聴く

ものとする。 

２ 町長は、第24条第１項の規定による処分をしようとするときは、第11条第１

項第１号ニからトまでのいずれかに該当する事由の有無について、大阪府警察

本部長の意見を聴くことができる。 

（規則への委任） 

第35条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規

則で定める。 

第６章 罰則 

（罰則） 

第36条 次の各号のいずれかに該当する者は、２年以下の懲役又は100万円以下の

罰金に処する。 

（１） 第７条、第12条第１項又は第22条第１項の規定に違反して、土砂埋立

て等を行った者 

（２） 偽りその他不正の手段により、第７条の許可、変更許可又は第22条第

１項の承認を受けた者 

（３） 第23条第１項から第４項までの規定による命令に違反した者 

（４） 第29条の規定に違反した者 

第37条 第23条第５項の規定による命令に違反した者は、１年以下の懲役又は100

万円以下の罰金に処する。 

第38条 第27条第２項の規定による命令に違反した者は、６月以下の懲役又は50

万円以下の罰金に処する。 

第39条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。 

（１） 第15条第２項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 



（２） 第16条の規定に違反して、同条の土砂管理台帳を作成せず、又は同条

に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者 

（３） 第17条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

（４） 第18条第１項の規定に違反して、同項の水質検査を行わず、又は同項

の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者 

（５） 第18条第２項の規定に違反して、同項の水質検査を行わず、又は同項

の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者 

（６） 第18条第３項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

（７） 第19条第１項の規定に違反して、同項の標識を掲示しなかった者 

（８） 第19条第２項の規定に違反して、同項の境界標を設けなかった者 

（９） 第31条第１項の報告をせず、又は同項の報告について虚偽の報告をし

た者 

（10） 第32条第１項の規定による立入検査若しくは収去を拒み、妨げ、若し

くは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは

虚偽の答弁をした者 

第40条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 

（１） 第12条第５項、第14条又は第21条第１項の規定による届出をせず、又

は虚偽の届出をした者 

（２） 第25条の規定に違反して、同条の土砂管理台帳又は図書の写しを保存

しなかった者 

（両罰規定） 

第41条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、

その法人又は人の業務に関し、第36条から前条までの違反行為をしたときは、

行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は平成29年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際、現に土砂埋立て等を行っている者については、この条

例の施行の日から起算して６月を経過する日までの間は、第７条の規定は、適

用しない。その者がその期間内に同条の許可の申請をした場合において、許可

又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。 

３ この条例の施行の際、現に法令又は条例の規定による許可、認可その他の処

分において規則で定めるもの（以下「許可等」という。）を受けている者が行う

当該許可等に係る土砂埋立て等については、当該許可等に係る許可期間が満了

する日（当該許可期間が３年を超える場合にあっては、この条例の施行の日か

ら起算して３年を経過する日）までの間、第２章の規定は、適用しない。 


